
 

外国人
がいこくじん

市民
しみん

への広報
こうほう

のあり方
かた

に関
かん

する考
かんが

え方
かた

 

1998年
ねん

４月
がつ

１日
ついたち

施行
しこう

（2002年
ねん

4月
がつ

1
つい

日
たち

 一部
いちぶ

改正
かいせい

） 

(2011年
ねん

4月
がつ

1
つい

日
たち

 一部
いちぶ

改正
かいせい

)  
 

 川崎市
かわさきし

外国人市民代表者会議
がいこくじんしみんだいひょうしゃかいぎ

の1996年度
ねんど

年次
ねんじ

報告
ほうこく

・提言
ていげん

を受
う

けて、市
し

は、市民局
しみんきょく

（現
げん

 市民
しみん

・こども局
きょく

）及
およ

び関係
かんけい

部局
ぶきょく

職員
しょくいん

による「川崎
かわさき

市外
しがい

国人
こくじん

市民
しみん

広報
こうほう

研究
けんきゅう

委員会
いいんかい

」を設
もう

けて外国人
がいこくじん

市民
しみん

への広報
こうほう

のあり方
かた

について研究
けんきゅう

しま

した｡その報告
ほうこく

に基
もと

づいて今後
こんご

の外国人
がいこくじん

市民
しみん

への広報
こうほう

については､次
つぎ

の考
かんが

え方
かた

により行
おこな

うこととします｡ 
 
〔基

き

 本
ほん

 方
ほう

 針
しん

〕 

１ 外国語
がいこくご

による広報
こうほう

の充実
じゅうじつ

 

(1) 市
し

が行
おこな

う広報
こうほう

のうち､
、

外国人
がいこくじん

市民
しみん

に関係
かんけい

がある情報
じょうほう

については､できるかぎり多
おお

くの外国語
がいこくご

で広報
こうほう

す 

ること(以下
い か

､「多言語
たげん ご

広報
こうほう

」という。)が望
のぞ

まれます。 

(2) 多言語
たげ ん ご

広報
こうほう

が望
のぞ

ましい情報
じょうほう

とその優先
ゆうせん

順位
じゅんい

は､表
ひょう

１の基準
きじゅん

によるものとします。 

表
ひょう

１ 多言語
たげん ご

広報
こうほう

の優先
ゆうせん

順位
じゅんい

の基準
きじゅん

 

 

(1) 緊急
きんきゅう

の事態
じたい

の対応
たいおう

に関
かん

する情報
じょうほう

(災害
さいがい

､火災
かさい

､事故
じ こ

､盗難
とうなん

､ 救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

等
とう

) 

(2) 外国人
がいこくじん

市民
しみん

の生活
せいかつ

・相談
そうだん

に関
かん

する情報
じょうほう

(国際交流協会
こくさいこうりゅうきょうかい

の業務
ぎょうむ

案内
あんない

等
とう

) 

(3) 外国人
がいこくじん

市民
しみん

の義務
ぎ む

に関
かん

する情報
じょうほう

(外国人
がいこくじん

登録
とうろく

､入管法
にゅうかんほう

関係
かんけい

､税制度
ぜいせいど

等
とう

) 

(4) 保健
ほけん

､福祉
ふくし

､教育
きょういく

に関
かん

する情報
じょうほう

(乳幼児
にゅうようじ

検診
けんしん

､保育園
ほいくえん

､就学
しゅうがく

､識字
しきじ

学級
がっきゅう

案内
あんない

等
とう

) 

(5) 日常
にちじょう

生活
せいかつ

に関
かん

する情報
じょうほう

(ごみの処理
しょり

､公共
こうきょう

料金
りょうきん

の納付
のうふ

方法
ほうほう

等
とう

) 

(6) 外国人
がいこくじん

市民
しみん

の利用
りよう

の多
おお

い施設
しせつ

情報
じょうほう

(市民館
しみんかん

､保健所
ほけんじょ

､福祉
ふくし

事務所
じむ し ょ

の業務
ぎょうむ

案内
あんない

等
とう

) 

 

２ 多言語
たげん ご

広報
こうほう

を行
おこな

う場合
ばあい

の言語
げんご

 

(1) 多言語
たげ ん ご

広報
こうほう

を行
おこな

う場合
ばあい

は次
つぎ

の6言語
げんご

で行
おこな

うことを標 準
ひょうじゅん

とします。 

英語
えいご

､中国語
ちゅうごくご

､ポルトガル語
ぽ る と が る ご

､スペイン語
す ぺ い ん ご

､韓国
かんこく

・朝鮮語
ちょうせんご

、タガログ語
た が ろ ぐ ご

 

なお、外国人
がいこくじん

市民
しみん

の居住
きょじゅう

状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ、他
た

の言語
げんご

についても配慮
はいりょ

しながら多言語化
た げ ん ご か

する言語
げんご

の種類
しゅるい

 

を適宜
てきぎ

判断
はんだん

することが望
のぞ

ましい。 

(2) 外国人
がいこくじん

市民
しみん

に関
かか

わりがある情報
じょうほう

の日本語
にほん ご

広報
こうほう

資料
しりょう

を作成
さくせい

する場合
ばあい

は､平易
へいい

でわかりやすい表現
ひょうげん

にすると 

ともに、できるかぎり､「ひらがなのルビ
る び

」を付
つ

けることが望
のぞ

まれます。 

(3) 施設
しせつ

内外
ないがい

の表示
ひょうじ

・案内
あんない

､道路
どうろ

案内
あんない

､交通
こうつう

機関
きかん

の行
い

き先
さき

表示
ひょうじ

等
とう

は､英語
えいご

（固有
こゆう

名詞
めいし

はローマ
ろ ー ま

字
じ

、普通
ふつう

名詞
めいし

は英語
えいご

） 

を併記
へいき

するとともに絵文字
え も じ

（ピクトグラム
ぴ く と ぐ ら む

）等
とう

を活用
かつよう

することが望
のぞ

まれます。 

 

３ 外国人
がいこくじん

市民
しみん

向
む

けの多言語広報資料
たげんごこうほうしりょう

に関
かん

する情報
じょうほう

の管理
かんり

等
とう

 

(1) 各局
かくきょく

・区
く

・委員会
いいんかい

等
とう

が作成
さくせい

する多言語広報資料
たげんごこうほうしりょう

に関
かん

する情報
じょうほう

は､市民
しみん

・こども局
きょく

人権
じんけん

・男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画室
さんかくしつ

（以下
い か

､「担当
たんとう

」と略
りゃく

す。）において管理
かんり

します。 

(2) 担当
たんとう

は､多言語広報資料
たげんごこうほうしりょう

に関
かん

する情報
じょうほう

の管理
かんり

にあたっては､総務局
そうむきょく

国際
こくさい

施策
しさく

調整室
ちょうせいしつ

及
およ

び財団
ざいだん

法人
ほうじん

 

川崎市
かわさきし

国際交流協会
こくさいこうりゅうきょうかい

と相互
そうご

に連携
れんけい

して行
おこな

うものとします。 



 

(3) 各局
かくきょく

・区
く

・委員会
いいんかい

等
とう

は､多言語広報資料
たげんごこうほうしりょう

を作成
さくせい

しようとするときは､事前
じぜん

に担当
たんとう

に協議
きょうぎ

するものとします｡ 

(4) 各局
かくきょく

・区
く

・委員会
いいんかい

等
とう

は､多言語広報資料
たげんごこうほうしりょう

が完成
かんせい

したときは､担当
たんとう

に報告
ほうこく

し､多言語広報資料
たげんごこうほうしりょう

に関
かん

する 

情報
じょうほう

の管理
かんり

に必要
ひつよう

な部数
ぶすう

を提出
ていしゅつ

するものとします｡ 

(5) 多言語
たげ ん ご

情報
じょうほう

は、原則
げんそく

として電子化
でんし か

を行
おこな

い、ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

で公開
こうかい

するものとします。 

 

４ 外国人
がいこくじん

市民
しみん

情報
じょうほう

コーナー
こ ー な ー

の設置
せっち

 

外国人
がいこくじん

市民向
しみ ん む

けの多言語広報資料
たげんごこうほうしりょう

及
およ

び「ひらがなのルビ
る び

」付
つ

き広報
こうほう

資料
しりょう

を置
お

くために、表
ひょう

２の施設
しせつ

に 

「外国人
がいこくじん

市民
しみん

情報
じょうほう

コーナー
こ ー な ー

」を設置
せっち

します｡ 

表
ひょう

２ 外国人
がいこくじん

市民
しみん

情報
じょうほう

コーナー
こ ー な ー

を設置
せっち

する施設
しせつ

 

区別
くべつ

 区
く

役所
やくしょ

 市民館
しみんかん

 図書館
としょかん

 その他
た

 

川崎区
かわさきく

 川崎区
かわさきく

役所
やくしょ

 教育
きょういく

文化
ぶんか

会館
かいかん

 川崎
かわさき

図書館
としょかん

 情報
じょうほう

プラザ
ぷ ら ざ

 

幸区
さいわいく

 幸
さいわい

区
く

役所
やくしょ

 幸
さいわい

市民館
しみんかん

 幸
さいわい

図書館
としょかん

  

中原区
なかはらく

 中原区
なかはらく

役所
やくしょ

 中原
なかはら

市民館
しみんかん

 中原図
なかはらと

書館
しょかん

 国際
こくさい

交流
こうりゅう

センター
せ ん た ー

 

高津区
たかつ く

 高津区
たかつ く

役所
やくしょ

 高津
たかつ

市民館
しみんかん

 高津
たかつ

図書館
としょかん

  

宮前区
みやまえく

 宮前区
みやまえく

役所
やくしょ

 宮前
みやまえ

市民館
しみんかん

 宮前
みやまえ

図書館
としょかん

  

多摩区
た ま く

 多摩区
た ま く

役所
やくしょ

 多摩
た ま

市民館
しみんかん

 多摩
た ま

図書館
としょかん

  

麻生区
あさお く

 麻生区
あさお く

役所
やくしょ

 麻生
あさお

市民館
しみんかん

 麻生
あさお

図書館
としょかん

  

 

５ 外国人
がいこくじん

市民
しみん

情報
じょうほう

コーナー
こ ー な ー

への多言語広報資料
たげんごこうほうしりょう

の送付
そうふ

 

(1) 各局
かくきょく

・区
く

・委員会
いいんかい

等
とう

は､多言語広報資料
たげんごこうほうしりょう

を区役所
くやくしょ

等
とう

の外国人
がいこくじん

市民
しみん

情報
じょうほう

コーナー
こ ー な ー

へ送付
そうふ

するときは､ 

情報
じょうほう

プラザ
ぷ ら ざ

に依頼
いらい

するものとします｡ただし､国際
こくさい

交流
こうりゅう

センター
せ ん た ー

に対
たい

しては､各局
かくきょく

・区
く

・委員会
いいんかい

等
とう

が 

直接
ちょくせつ

送付
そうふ

します。 

(2) 外国人
がいこくじん

市民
しみん

情報
じょうほう

コーナー
こ ー な ー

を管理
かんり

する施設
しせつ

が､多言語広報資料
たげんごこうほうしりょう

（時限的
じげんてき

広報
こうほう

資料
しりょう

を除
のぞ

く）の補充
ほじゅう

､更新
こうしん

 

等
とう

を必要
ひつよう

とするときは､直接
ちょくせつ

 作成局
さくせいきょく

に依頼
いらい

するものとします｡ 

 

６ 新た
あら  

な外国人
がいこくじん

市民
しみん

への「外国人
がいこくじん

のための相談
そうだん

窓口
まどぐち

の御案内
ごあんない

」の配布
はいふ

 

(1) 新
あら

たに市民
しみん

となった外国人
がいこくじん

（新規
しんき

登録
とうろく

､転入
てんにゅう

登録者
とうろくしゃ

）が､川崎市
かわさきし

で生活
せいかつ

する上
うえ

で､特
とく

に､重要
じゅうよう

な事項
じこう

の 

確認
かくにん

を容易
ようい

に行
おこな

うことができるように､多言語
たげん ご

で作成
さくせい

した外国人
がいこくじん

のための相談
そうだん

窓口
まどぐち

の御案内
ごあんない

「川崎市
かわさきし

に 

住
す

む外国人
がいこくじん

の皆
みな

さんへ」を区役所
くやくしょ

・支所
ししょ

の外国人
がいこくじん

登録
とうろく

窓口
まどぐち

で配布
はいふ

します。 

(2)  区役所・支所は、「川崎市に住む外国人の皆さんへ」の補充等を必要とするときは、直接担当に依頼す 

るものとします。 

 

７ 外国人
がいこくじん

市民
しみん

の意見
いけん

､要望
ようぼう

の把握
はあく

 

外国人
がいこくじん

市民
しみん

が､外国語
がいこくご

広報
こうほう

資料
しりょう

に関
かん

する意見
いけん

をはじめ､市政
しせい

に関
かん

する意見
いけん

・要望
ようぼう

等
とう

を表明
ひょうめい

することを容易
ようい

に 

するために､「市長
しちょう

への手紙
てがみ

」の差
さ

し出
だ

し封筒
ふうとう

等
とう

に「ひらがなのルビ
る び

」を付
つ

けます。 


